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防災対策事例のご紹介
防災コンサルティング課

事務局だより

　当協会会員の日本飛行機株式会社様から事業所の防災対策について、ご寄稿いただき

ましたので、紹介いたします。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日本飛行機株式会社の防災対策について
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

【１】会社概要（横浜）

　日本飛行機株式会社 （ＮＩＰＰＩ・ニッピ） は、国内唯一航空機専門メーカーとして昭和

９年１０月１１日ここ横浜の地で創業しました。戦後一時航空機製造が禁止されていました

が再開、横浜では１９５８年当時の国家プロジェクト「ＹＳ－１１」の開発に参画して以来、

そして整備工場を厚木に開設するなどし、現在に至っています。以下現在の横浜地区の事

について記載します。なお、横浜地区の事業内容としましては、世界のエアラインで活躍す

るボーイング社７６７型機・７７７型機の主翼の桁間リブと呼ばれる部分品や、防衛省殿向

け航空機の部分品を製造提供するのが主な仕事です。

全景
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（1） 所在地　；　横浜市金沢区昭和町 3,175

（2） 敷　地　；　150,000㎡

（3） 建　物　；　 85,000㎡　（延べ面積）

（4） 在籍者　；　約 1,000 名

【２】防災体制

　総括防災管理者（管理権原者・社長）を頂点に、災害対策横浜支部組織、自衛消防

警備隊組織を運営、防火防災管理者以下関係者が連携。万一火災が発生した場合は、

自衛消防警備隊が活動する。なお、自衛消防警備隊は自責地区を受け持つとして、組織

等については以下のとおりとしています。

 

【３】防災活動

① ストッパー掛け展開

　弊社製品製造に関連しては、移動可能な簡易的なツールを用いる場合が多いのと、製品

の製造過程での次職場への移動が多く台車を多用している。大きな地震の際、重量台車に

挟まれ大けがに至らない様にするとか、重量台車が地震動で動き避難経路を塞ぐことのな

い様、そしてこのストッパー掛けの状態が良くない事が防災管理点検で指摘された事も含め、

自衛消防警備隊
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この対応向上を目指し、防災

予防活動展開をした。２０１２

年当初は半数程度の適用が、

ストッパー部のカラー識別・２

年かけ毎月の現場指導なども

行い、ストッパー掛けは約８割

程度にまで向上現在に至って

います。
 

② 非常放送・細分化

　弊社では万一火災が発生した場合は、関係者が速やかに現場に集結対処が可能な様に、

自動火災報知設備を３年ほど前に一新しましたが、非常放送につきましても、人がいる建屋・

場所を区分整理し、約１００ヶ所を自動特定放送する様にしました。放送文につきましても、

特定の順番だて・言い回しを整理、しっかり聞いてさえいれば駆けつけ可能としました。

③ 教育

Ⅰ．関係者勉強会
　大切なものを守ろうということで、いざという時の心構え・防災体制・消防設備に対して、「知

る事＝リスク低減の第一歩」　理解を求めています。

防災ポスター

非常放送区分基準例
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Ⅱ．訓練
　今年、弊社本工場敷地に屋外消火栓の配管をリニューアル・屋外消火栓機器も更新し

設置しなおししました。下の写真は、この放水訓練を自衛消防警備隊の初期消火班員が

先生となって全地区隊の消火班員に指導しているところです。

 

【４】終わりに

　我々が実施している教育訓練では、大地震が来たときまだまだ対応力が低いと認識して

います。少しでも大きな被害の低減をはかるべく、継続的かつ効果的な努力が今後も必要

です。

　下記を整理推進、教育・訓練・災害時の対応力の向上をしていこうと考えていますが、

消防関係各位にも今後ともいろいろご指導を賜りたく、宜しくお願い致します。
①　各種マニュアル再整備、追加

②　現場・管理職連携

③　情報機器を含めた防災備品の拡充

自分を守り、仲間を守り、皆を守れる様にする事の難しさを痛感している毎日です。

～　以　上　～
　

【事務局より】

　今後も、会員企業・団体の皆様の防災対策について、機会をとらえて紹介させていただ

きたいと考えておりますので、その折にはご協力をお願いいたします。

放水訓練
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横浜消防トピック119

横浜市民防災センター再整備の概要
横浜市消防局予防部予防課

１ はじめに
　東日本大震災以降、防災・減災対策を進めていく中で「自助・共助・公助」が広く謳わ

れるようになり、当市においても、また、全国的にも様々な推進策が打ち出されています。

　このような動きの中で、事業所の役割も大きくクローズアップされ、事業所と地域との共

助による減災対策が動き出しており、現に一部の区では、事業所と周辺の町内会等とがお

互いのできることを話し合い、協定を結び、共助の連携体制を強固なものにしている例も

出てきています。（うれしい話です！！）

毎年 8月末からの防災週間を中心とした時期には、大規模災害時に地域防災の要となる地

域防災拠点において、いざという時の対応できるよう避難所の運営や備蓄資機材の取扱い、

応急救護などに至るまでの様々な訓練が実施され、行政も支援に取り組んでおりますが、

地域における大きな課題は、昼間時に大規模災害が発生したときに、防災・減災の担い手

の中心となるべき成人男性が、就労のため不在で、地域での災害対応が難しいことが、多

くの住民の心配ごとになっています。その対策として、地元中学生の力を活用することなど

の検討もなされておりますが、地域に身近で大きな支えとなり得るものは、事業所の力で

はないでしょうか。

　また、大地震発生時に発生が予想されている同時多発火災が起きますと、正直なところ、

公設消防だけで対応することは不可能であると言わざるを得ません。また、大火災時には、

熱や炎から身を守るために市内の大規模な公園などに避難していただくことになりますが、

こうした際の収容や誘導などについての市の計画はあるものの、行政だけで即応すること

は現実的には不可能と言うしかありません。

　もちろん事業所側といたしましても、従業員や施設利用者の安全確保を最優先に、また、

施設の被害軽減を図りながら、事業の継続や速やかな再開に向けた活動を行わなくてはな

りません。その活動は社会的にも有益であり、優先されることだと理解していますが、事

業所内の災害対応に目途が立ち、余力があるようであれば、事業所の周辺地域と連携し、

出来る範囲での減災活動を、地域の一員として地域とともに行っていただくことは、事業

所への延焼防止や避難路の確保など、事業所を守り、従業員等の安全を守ることにもつな

がり、より大きな減災効果が生まれるとは考えられないでしょうか。ぜひ、地域との協力

体制の構築に向けご検討いただければと思っております。もちろん消防局もその仲介役とし

て、大きな役割を果たしていく所存です。

　最近の火災において初期消火をされた方々に聞いてみたところでは、多くの人たちが消火

器取扱訓練や放水訓練などは、勤務先での防災訓練で経験したというデータもあり、防災
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に関する事業所への期待は高まるばかりです。

　こうした共助や自助の大切さを、事業所を含めた市民の皆様に「感じ」、「学び」、そして

より深く「理解」していただくことができる場として、神奈川区沢渡にある市民防災センター

を全面改修し、平成28年 4月からリニューアルオープンする準備を進めております。事業

所の皆様には、これまでも防災訓練や新入社員研修のひとつとして、活用いただいている

ところですが、さらに有効利用していただくことで、市民・事業所・行政が一体となったオー

ル横浜の防災・減災体制の構築に結びついていくことを期待しています。

　このような意味を込めまして、今回はこの市民防災センターの再整備の概要についてご

紹介いたします。

2 横浜市民防災センターとは
　皆様は、横浜市民防

災センターをご存知で

しょうか？「知ってるよ！」

という声を期待したい

ところですが、「初めて

聞いた。」、「知らない。」

という方も多いのではな

いかと思います。

　（実は、「何十年も横

浜に住んでいるけど、存

在を知らなかった。」と

言われたり、ビルの「防

災センター」と勘違いさ

れて、非常ベルや落し

物のお問い合わせをい

ただくこともあります。）

　横浜駅西口から、徒歩10分の沢渡中央公園に隣接している横浜市民防災センターは、

かつての生糸検査所である通産省の工業技術院繊維高分子材料研究所の跡地を活用し、

市内唯一の防災教育施設として、また、特別消防隊（特別高度救助部隊（通称：SR）の前身）

の活動拠点として、昭和58年に開設しました。その後、平成7年に、防災に関する知識

を学んだり、資料等が確認できる「展示型施設」から、地震や煙などの体験を通じて、防

災意識の高揚・普及を図る「体験型施設」としてリニューアルし、開設から、約138万人の方々

のご来館をいただいています。

　市民防災センターには、大きく次の４つの機能があります。

市民防災センター外観
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① 市民防災教育の場
　災害を「知る」、「体験する」、「備える」の３つの展示ゾーンで構成された「展示室」での

体験等を通じて、市民の防災意識等の向上を図っています。主な体験施設としては、「災害

劇場」、「地震体験」、「煙体験」、「暗闇体験」、「消火器による消火体験」などがあります。

　また、体育館のような「訓練室」や、セミナー等を行える「研修室」もあり、救命講習

や防災に関する講演会、研修会なども開催できます。

② 消防音楽隊の活動拠点
　平成 20年度から配置された、

「横浜市消防音楽隊」と華やか

なステージドリルを行う「ポート

エンジェルス119」が、演奏・演

技の訓練を実施するとともに、

定期的に「防災ふれあいコンサー

ト」や「アンサンブルコンサート」

を開催しています。

　なお、音楽隊とポートエンジェ

ルスは、市内外への派遣演奏・

演技も行っています。

災害劇場

煙体験

地震体験

消火体験

ボートエンジェルス119
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③ 機動特殊災害対応隊の活動拠点
　放射性物質や化学物質、

生物剤などに起因する災害

（特殊災害）に対応するため、

特別な訓練を受けた隊員

と特殊な資機材を装備した

機動特殊災害対応隊が配

置されています。

　特殊災害が発生した場

合は、市内全域に出場し、

市の中心部の火災などにも出場します。

　また、他都市における大地震等の大規模な災害が発生した場合は、消防庁長官等の要

請を受け、緊急消防援助隊としても出場します。

④ 帰宅困難者一時滞在施設
　大地震等により交通機関が運行停止した場合に、帰宅できない方 を々一時的に受け入れ

る施設として、東日本大震災を契機に指定されました。

　主に横浜駅等における滞留者の受け入れを行います。

　以上のように、多種多様な機能をもつ市民防災センターですが、メインはもちろん「防災

教育の提供」であり、個人で立ち寄られる方や、自治会町内会や事業所の防災研修などで、

年間約4万人の方々に利用されています。（もちろん、入館・体験等は無料です！）

　利用された方々からは、「地震の揺れがリアルだった。「地震」に「自信」がついた。」、「煙

が漂う迷路みたいなところを、姿勢を低くして逃げるのは、思った以上につらかった。」、「本

当に真っ暗でパニックになりそうだった。訓練だと思えたからなんとかなった。」など、様々

な感想を伺っています。皆様がそれぞれ何らかの、教訓や危機意識を持ち、自らの身を守

る術を学んで帰っていただいていると実感しています。

3 「体験型展示施設」から「自助・共助促進の中核施設」へ
　このような施設ですが、一度リニューアルをしたとは言え、開設から約30年が経過し、

施設の老朽化も目立ってきました。また、近年、東日本大震災をはじめ、大きな被害をも

たらした災害が頻発しており、それらによる教訓も反映しきれていません。

　そのため、現在は「自助」を中心とする「体験型展示施設」ですが、これまで以上に効

果的な防災教育を提供できる施設内容とするとともに、「自助」だけではなく、もう一歩踏

み出して、「共助」についても学ぶことができる「自助・共助促進の中核施設」として生ま

れ変わろうとしています。

機動特殊災害対応隊
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(1) 展示施設
　現在設置されている展示施設を撤去し、全てリニューアルしますが、今回は、主なもの

をいくつかご紹介します。

　まず、「災害シアター」

ですが、関東大震災

などの横浜で発生し

た過去の災害から、

現在の横浜、そして、

将来横浜で大規模な

災害が発生するとど

うなってしまうのかと

いった内容を CG 等

の映像技術を用いて

再現します。

　それにより、横浜

でも恐ろしい災害が

起こりうることと、「備え」ることの重要性に「気付き」を与えます。

　なお、前面だけではなく、側面や床面にも映像を投影するほか、音響や照明、振動等の臨

場感あふれる演出により、その場にいるかのような疑似的な体験ができるようにします。

　次に、「地震動シ

ミュレーター」ですが、

自分の地域や職場で

地震が発生した場合、

どのように揺れるの

かが体感できます。通

常の震度階（震度７

など）のほか、戸建住

宅、高層ビル、道路

上など、映像も用い

た様々なシチュエー

ションに応じた地震

が体感できます。

　最後に、「行動体験」ですが、室内を想定した空間で、地震や火災などにより発生する様々

な危険に対し、持っている知識や想像力を頼りに、自分で考え、実際に行動して、身を守

るというトレーニング性の高いコーナーです。

災害シアターのイメージ

地震動シミュレーターのイメージ
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　これらのほかに

も、パワーアップし

た体験や消火体験、

119番の模擬通報体

験、プロジェクショ

ンマッピングを用い

たハザードマップ、

市や防災関係機関の

災害対策の取組など

について知ることが

できるコーナーなど

も設置する予定です。

 (2) 訓練室・研修室
　まず、訓練室（体育館をイメージしてください。）では、主に共助としての内容を中心とす

る、避難所の運営訓練や応急手当訓練などのほか、ビル等に設置されている自動火災報

知設備や屋内消火栓などの消防設備を用いた訓練も実施できるよう、必要な資機材や設

備を整備します。

　研修室については、大学や、研究機関、防災関係機関等の有識者によるセミナー、研

修会などが実施できるよう、必要な設備等を整備します。

行動体験のイメージ
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 (3) 屋外エリア
　市民防災センターに隣接する沢渡中央

公園を活用して、スタンドパイプ式初期消火

器具を使った消火活動や各種の資機材の

取扱い方法など、共助を中心とした内容が

学べるよう必要な資機材等を整備します。

 (4) 自助・共助プログラム
　展示施設等での体験を踏まえ、自宅な

どの危険個所のチェック方法や災害図上訓

練、ハザードマップ作りなどを行うことで、

より深く防災・減災についての知識・技術

を修得することを目的としたソフト面のプログラムです。

　事業所や小中学校、自治会町内会など、対象者ごとのニーズに答えられるよう複数のメ

ニューを検討しています。

 (5) 整備スケジュール
　平成25年度に基本設計をまとめ、現在、実施設計を進めています。

　今後は、平成27年度の１年間をかけて展示施設作成及び設置工事を行い、平成28年

度のリニューアルオープンを予定しています。（そのため、平成27年度は１年間休館します。）

4 事業所の皆様に活用いただくために
　東日本大震災での「被害を完全に防ぐことはできない。」という大きな教訓、そして、民

間事業者やボランティア等が大きな役割を果たしたことなどを踏まえ、災害対策基本法に

も、自助・共助の重要性と住民や事業者等が力を合わせて取り組むべき事項が改めて定め

られました。

　今後、首都直下地震や富士山の大規模噴火など、甚大な被害をもたらすような災害に直

面した場合、皆様の力なくしては、乗り越えられないと言っても過言ではありません。

リニューアル後は、様々な体験メニューやワークショップなどを設定し、事業所の皆様のニー

ズに応じたプログラムを展開できるよう準備を進めておりますので、職場での防災訓練の実

施にお困りの場合などにも、是非ご活用いただければと思います。

　皆様の「災害に強くしなやかな職場」を作り上げるため、更には、皆様から家庭や地域

などへ防災・減災の取組を拡げるため、職場における防災訓練や防災研修などを市民防災

センターで実施してみてはいかがでしょうか。
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